
平成２４年度 事業推進概要
（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

【事業活動方針】

全国都道県において暴力団排除条例が制定され、各自治体において

は、公共工事、生活保護等からの暴力団排除、また、各事業所や地域

においてもかつてない程の暴力団排除機運が高まり暴力団等反社会的

勢力の弱体化が期待されていますが、暴力団等の犯罪組織は，偽装破

門、共生者の利用等により活動を潜在化させるとともに，内部統制の

徹底等により組織の延命を図っています。公益財団法人京都府暴力追

放運動推進センターは、府民、事業所の皆さんと協力して、暴力団等

反社会的勢力の社会からの排除、弱体化に取り組んできました。

しかし、府民のみなさまが期待している安全で住みよい社会の実現

には、未だ至っておりません。暴力団等反社会的勢力は、条例施行後

も関連事業所の社名等を変え、役員を変更するなど組織を隠蔽して生

き残りをかけながらも、本来の暴力性は失わず、国民の恐怖となって

います。このような、現状を厳しく受け止め関係機関、団体等の連携

強化を図り、不当要求防止責任者講習、暴力相談等の充実に努め事業

活動である広報、支援活動等各機能を十分に発揮し、府民の皆様から

の信頼が高まる公益財団法人京都府暴力追放運動推進センターになる

よう平成２４年度の事業活動を進めてまいりました。



平成24年度「事業報告」及び「収支決算」について

事 業 報 告

１ 広報啓発活動

( ) 広報資料等の作成配布1
○ 「京都府民だより」に登載

○ 犯罪被害者支援リーフレット等に登載

○ 「暴追センター会報」の作成 （１０００部),
○ パンフレット・ビデオ・暴排グッツの作成配布・貸出

○ 京都駅前電光ニュース放映掲示板に暴力排除広報

○ 地下鉄京都駅デジタルサイネージを利用した「京都府民大会」の電照

広告

○ 本年３月、全面オープンした京都駅地下（通称コトチカ）広場設置の

電照広報を利用した暴力団等反社会的勢力排除を目的としたデジタルサ

イネージ利用の広報

○ 京都市営地下鉄に電照看板の設置（３ヶ所 １年契約）

「京都駅・丸太町駅・北大路駅」

○ マスコミ媒体を活用した新聞掲載等

・ 産経新聞「近畿の警察官表彰」記事に伴う暴力追放広報

○ 暴力団排除条例施行に伴い、冊子「暴力団の介入を防止するため

（暴力排除条項活用のススメ 」の配布 （３００部））

（ ）○ 暴力団追放３ない運動カード作成配布 １００００部,
「 」 （ ）○ 各事業所に 暴力追放看板 配分 ５台

○ 責任者講習受講者用配付資料（パンフレット等）

・ 不当要求防止責任者教本 （６５０部）

「 」 （ ）・ 公務員対象冊子 行政対象暴力の現状と対策 １０００部,
「 」 （ ）・ 企業対象冊子 企業対象暴力の現状と対策 １５００部,
「 」 （ ）・ 一般対象冊子 暴力団情勢と対策 １５００部,

「 」 （ ）・ 共通一般パンフレット 民暴相談のしおり １５００部,
○ ビデオテープ等

・ 決別への道 ＤＶＤ １巻

・ 不当要求の手口と対応 第８弾「あなたならどうする？」



ＤＶＤ ２巻

・ 解説！暴排条例 ＤＶＤ １巻

○ ポスターの作成配布

・ 暴追標語入２０１３年カレンダー （５５０部）

（ ， ）・ 広報用ポスター及びチラシ作成配布 各１ ０００部

「 」 「 」 （ ）○ 広報用 暴排条例キャンペーン の お香 の配布 １０００個,
「 」 「 」 （ ）広報用 暴排ノベルティ の お香 の配布 １０００個,

○ その他

・ 賛助会員之証（プレート） （３００部）

（ ） （ ）・ 不当要求防止責任者選任事業所門標 プレート １０００部,
( ) 行政機関、団体等の発行する広報誌紙等への掲載依頼2

京都府発行の「府民だより ・各市町村発行の広報紙、犯罪被害者支援」

リーフレット等への機関誌などの機会を捉えて 「府民大会の開催 「よ、 」

ろず相談（舞鶴 」など事業内容の掲載を依頼し、センター事業の普及宣）

伝に努めた。

( ) 暴排資料の配布等3
京都府・京都市暴排条例施行に伴い、暴排ビデオ・のぼりの貸出しやパ

ンフレット・チラシ・暴排グッツ（ウェットティッシュ等）を地域・職域

研修会及び各種会合等において、配布するなど広報啓発活動に努めた。

( ) 「みんなの力で暴力・違法銃器追放」京都府民大会の開催4
１０月１９日 「京都テルサホール」において、府内の市町村・各暴力追、

放対策協議会メンバー・企業及び暴力団排除活動に熱意のある一般市民等

約８５０名の参加を得て、第１部の式典「表彰・大会宣言等」と第２部の

犯罪被害者遺族による「事件から続く家族の苦しみ」の講演を催した。

( ) 各地域・職域「暴力追放大会」等への参加と支援活動6
地域・職域及び自治体の暴追大会、総会、研修会等には専務理事、事務

局次長が可能な限り積極的に参加し、京都府警察本部組織犯罪対策第二課

と連携のもと暴力排除講演・資料の提供等の支援を行うとともに暴排意識

の高揚に努めた。

( ) 主要な行事等参加支援状況7
（ ）○ 第３５回京都地区企業防衛対策協議会総会 ４月

（ ）○ 北地区暴力対策協議会総会 ４月

(４月）○ 京都地区企業防衛対策協議会総会

（ ）○ 京都府建設業協会総会 ５月

（ ）○ 亀岡市暴力追放対策部会 ５月



（ ）○ 京都府犯罪被害者支援協議会通常総会 ６月

６月)○ 下鴨暴力追放協議会総会 (

（ ）○ 京都府銀行警察連絡協議会総会 ６月

（ ）○ 第３４回少年を明るく育てる京都大会 ７月

（ ）○ 京都府銀行警察連絡協議会 ７月

(７月)○ 南丹・船井暴力追放推進協議会

(７月)○ 舞鶴市暴力追放推進協議会

（ ）○ 京都地区ホテル業暴力排除対策協議会 ７月

（ ）○ 京都府自動車販売店暴力対策協議会総会 ８月

（ ）○ 京都府生命保険警察連絡協議会 ８月

（ ）○ 京都府証券警察連絡協議会総会 ９月

（ ）○ 京都府建設業暴力追放協議会 ９月

（ ）○ 京都府銀行警察連絡協議会 １月

（ ）○ 京都府行政書士会暴力排除対策協議会 １月

（ ）○ 不動産取引暴力団等排除連絡協議会設立総会 ３月

（ ）○ 京都府旅館ホテル暴力追放運動推進協議会設立総会 ３月

２ 組織活動の支援

( ) 大会、総会、研修会等を通じての支援1
全国暴力追放運動中央大会（１１月）に参加した他、地域・職域暴排組

織が開催する各種暴排協議会等に専務理事・事務局次席が積極的に参加し

暴排講演・配布資料提供等の支援を行った。

また、各業界に対して「暴力団の介入を防止するため（暴排条項 」の冊）

子、行政対象暴力に関するアンケート調査の冊子を組織支援活動の一環と

して関係各社に配布した。

( ) 不当要求防止責任者に対する支援2
新しく選任された不当要求防止責任者講習については、対応要領等を身

につける絶好の機会であることから、受講者と関連があり理解しやすい事

例を選び、ビデオ・ロールプレイング式講習を行った他、実際に取り扱う

個々の事案について個別に質問が寄せられた場合には、その都度具体的な

指導と支援を行った。

( ) 京都府暴力追放功労表彰(１０月１９日京都テルサホール於)3
○ 京都府暴力追放功労表彰

「みんなの力で暴力・違法銃器追放京都府民大会」において、地域、



職域で、暴排活動を積極的に推進し、多大な功労があった。

ア 団体

京都府警備業協会暴力団等反社会的勢力排除対策協議会

イ 個人

・ 西京暴力追放推進協議会 会長 菊池 潤治 氏

・ 民暴委員会 委員長 和田 敦史 氏

に、京都府暴力追放運動推進センター会長（京都府知事）からの表彰状

が授与された。

○ 近畿ブロック暴力追放運動推進センター連絡協議会表彰

近畿地区において特に功労があり、その活動の模範となる団体及び個

人に贈られる表彰であり、

ア 団体

京都府行政書士会暴力排除対策協議会

イ 個人

三好 道弘 氏（東山地区暴力犯対策協議会 会長）

に近畿管区警察局長と近畿ブロック暴力追放運動推進センター会長であ

る大阪府知事の連名表彰状が授与された。

○ 全国暴力追放功労表彰

「２４年度全国暴力追放運動中央大会」において、多年にわたって暴

排活動に尽力し、暴力団等にかかる犯罪等の防止に功労のあった

団体

川端暴力犯対策協議会

に警察庁長官と全国暴力追放運動推進センター会長連名による表彰状が

授与された。

( ) 賛助会員等に対する反社会的勢力からの被害防止セミナーの開催4
賛助会員等対象に、平成２４年８月７日「京都東急ホテル」において開

催し 「反社会的勢力対策 「暴力団等の情勢」をメーンテーマに京都弁、 」

護士・京都府警察組織犯罪対策第二課長・当センター事務局長による講演

を行い、書籍「暴力団排除と企業対応の実務」等配布した。

３ 相談活動

( ) 相談所の開設1
○ 常設相談所

センター事務所において、土・日・祝日を除く毎日、暴力相談を開設



（午前９時～午後４時まで）している。

○ 京都府下舞鶴市役所市民相談課主催の「困りごと相談所」を年 回開2
催しており、舞鶴警察署員の応援を得て当センター相談員を派遣し

平成２４年５月２２日 舞鶴市西総合会館

平成２４年５月２３日 舞鶴市東公民館

平成２４年１１月２０日 舞鶴市西総合会館

平成２４年１１月２１日 舞鶴市東公民館

において「暴力相談所」設けて対応した。

( ) 相談活動状況2

（ ）相談受理状況 ６１７件 前年同期対比 ＋１０９件

（ ）電話 ３４３件 ＋５０

（ ）相 談 方 法 面接 ２６０件 ＋８４

（ ）インターネット等 １４件 －２５

（ ）暴力団員 １８件 －２４

（ ）対 象 別 件 数 右翼標榜者 ８件 － ６

（ ）不明 ５９１件 ＋１３９

暴力的不当要求行為 ９件 約 １５％.

刑法等の罪に関するもの １０件 約 １６％.

暴力団事務所関係 ０件 約 ０％
相 談 内 容

離脱・加入強要等 ３件 約 ０５％.

その他 ５９５件 約９６４％.

( ) 相談活動等に対する広報3
京都府・各市町村等発行の広報誌紙及びセンター発行の暴力相談チラシ

（３種）を配布し広報に努めた。

４ 少年対策事業

( ) 支援活動1



７月１日、円山公園で開催の「第３４回少年を明るく育てる京都大会」

主催（京都府少年補導連絡協議会）に協賛支援した。

( ) 少年補導員研修会2
平成２４年４月２３日、京都タワーホテルにおいて少年補導員６０名を

対象に暴力団排除と少年の暴力団への加入阻止について講演・挨拶を行っ

た。

５ 救済事業

( ) 見舞金等支給状況1

種 別 件数 内 容

元暴力団員であった４９才男性は、刑務所出所

後行き先もなく、持ち金もなく放浪の身で当セン

離脱・就労支 １件 ターに助けを求めてきた。同人は再就職の意思が

援金の支給 あることから全国センターを通じ受け入れ先を模

索するとともに就職に要する経費４万円を支援し

たもの。

、自治会連合会会長として各種地域活動を展開中

社交飲食店店長より「用心棒の役務の提供を受け

ゴールディン １件 る」ことを対象に、暴力団に現金を供与し、条例

武士賞の表彰 に違反していることの相談を受け、同店長を説得

して警察に出頭させ、縁切りをさせ事件検挙に貢

献した。

( ) 見舞金等支給状況2

暴力被害者救済基金への支援

藤武事件などの訴訟支援を受けた「暴力団被害者救済基金」へ１０万円

を支援した。

６ 研修活動等

( ) 暴力追放相談員研修会1
平成２４年７月１８日、ＴＫＰ東京駅ビジネスセンター１号館において



全国暴力追放運動推進センターが主催する「暴力追放相談委員研修会」に

参加した。

( ) 近畿ブロック暴力追放推進センター連絡協議会等2
○ ９月２７日、に近畿管区警察局において連絡協議会の開催に参加し意

見交換等研修を行った。

○ １１月１３日、近畿管区警察局において、暴対法一部改正に伴う事務

所使用差止請求代理訴訟管区別研修会に参加した。

( ) 他府県暴力追放大会等への参加3
○ 近畿府県実施の暴力追放大会

・ 大阪府 １１月１６日 第２１回暴力追放府民大会

（大阪国際文化交流センター於）

・ 兵庫県 １１月１４日 第２１回暴力追放兵庫県民大会

（神戸文化ホール於）

○ 全国暴力追放大会等

・ 東京都 １０月１２日 全国暴力追放運動推進センター設立２０

周年式典（明治記念会館）

・ 東京都 １１月２７日 平成２４年度全国暴力追放運動中央大会

（明治記念会館）

・ 茨城県 ６月２９日 平成２４年暴力追放茨城県民大会

（つくば国際会議場大ホール）

・ 熊本県 １１月 ２日 第２４回熊本県暴力追放県民大会

（ホテル日航熊本）

○ 民事介入暴力対策大会

・ ６月２９日 第７６回民事介入暴力対策茨城大会

（つくば国際会議場大ホール）

・ １１月２日 第７７回民事介入暴力対策熊本大会

（ホテル日航熊本）

( ) 全国専務理事等研修会4
２月１９日、ＴＫＰ東京駅ビジネスセンター１号館において全国暴追セ

ンターが主催する「第２４年度全国暴追センター専務理事等研修会」に参

加し、研修テーマについて意見発表を行った。

７ 受託事業

平成２３年度４月１日「京都府暴力団排除条例」施行に伴い、関連がある

理解しやすい事例を選び、ビデオ・ロールプレイング式講習を行った。



( ) 実施回数1

平成２４年度 平成２３年度 前年同期対比

実 施 回 数 ５８回 ７８回 －２０回

受 講 人 員 ４２７４人 ５６７０人 －１３９６人, , ,

( ) 講習種別と実施回数等2

種 別 回数 受講人員 （前年同期対比）( 前 年 同 期 対 比 ）

（ ） （ ）選任時講習 ４３回 －１４ ３３９８人 －１１７３, ,

定 期 講 習 １５回 －６ ８７６人 （－２２３）（ ）

（ ） （ ）臨 時 講 習 ０回 ±０ ０人 ± ０

計 ５８回 －２０ ４２７４人 (－１３９６）（ ） , ,

センター
８９８回 ５２１６２人,

発 足 後

( ) 職業別受講人員3

公 務 員 交 通 運 輸 金 融 業 等 そ の 他 計

３２５人 ３２５人 １１８人 ３５０６人 ４２７４人, ,
－５２５ ＋２２２ －６４ －１０２９ (－１３９６)（ ）（ ） （ ）（ ）, ,

凡例 （ ）は、前年対比

※ その他は、建設業等（建設・土木・電気業等 、小売業、飲食業、）

行政書士、ホテル旅館 等



( ) 使用教材等4

○ 不当要求防止責任者教本(実務編・法令編・対応編）

○ 講習用資料パンフレット等

・ 民暴相談しおり ・ 行政対象暴力の現状と対策

・ 暴力団情勢と対策 ・ 企業対象暴力の現状と対策

○ 暴排ビデオ等の効果的活用

「シャットアウト 「不当要求の手口と対応（あなたならどうする？」」、

「断絶」

○ 受講修了書等の交付（配布）

・ 受講修了書（選任時講習受講修了書・定期講習受講修了書）

・ 「不当要求防止責任者選任事業所」プレート

８ その他

( ) 京都府警察・京都弁護士会・京都府暴力追放運動推進センターの各関係1

者が、暴力団等からの不当な行為による被害を受け、またはおそれのある

者からの相談等を受けた場合等において、三者間の適切な連携を図るため

「民事介入暴力事案等に対する連携についての協定（三者協定 」を平成）

２３年１２月に締結、平成２４年６月１日京都弁護士会館において三者協

定研修会を開催した。

( ) 公益法人制度改革に伴う関連３法（平成２０年１２月１日施行）に基づ2

き当暴追センターは、平成２２年１２月２４日、公益財団法人京都府暴力

追放運動推進センターとしてスタートし、これに伴い当センターの掲示看

板等の整備した。

( ) 暴力団排除対策を推進する中、平成２４年１０月３０日・平成２５年3

１月３０日「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の一部改

正が行われ 「暴追センターによる組事務所使用差止請求制度」(代理訴、

訟)の新設がさなれたことから、公安委員会から適格団体としての認定を



、 、受けるべく当センターは 一定の要件を備えるべく申請作業を進めており

平成２５年３月８日臨時評議員会・平成２５年４月４日書面決議により定

款等の変更、さらには体制の強化等を図り認定申請作業を進めている。




